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（宮城県庁 → 土木部 → 大河原土木事務所→建築から入って下さい）

　第１弾（平成２１年４月１日施行）の内容は、主に２点あります。
○大規模な建築物（床面積の合計が2000㎡以上）の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不
十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、命令することができるよう
になりました。（下図の①）
○年間150戸以上の特定住宅を新築する住宅事業建築主が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向
上を促す措置が導入されました。（トップランナー制度）

　第２弾（平成２２年４月１日施行）の内容は、主に１点です。
○一定の中小規模の建築物（床面積の合計が300㎡以上）について、新築・増改築時における省エネ措
置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。（下図の②）

　「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」（平成20年法律第47号）が平成２０年５月に成立、
第１弾が、平成２１年４月１日から既に施行されており、第２弾が、平成２２年４月１日から施行されます。

◎改正省エネ法が施行されました。
◎内装制限が緩和されました。
◎接道のただし書許可について
◎長期使用製品安全点検制度がスタートしました。

改正省エネ法が施行されました。

　５月１日付けで、技術副所長の平間に替わり、建築宅地課から佐伯が就任しました。どうぞ、よろしくお願いします。

　建築計画概要書は、省スペース化のため、できるだけ両面印刷したものを提出していただくよう、お願いします。

土木事務所からのお願い

※関係法令等については、こちらで御確認ください。

（国土交通省HP：http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html）

第１種特定建築物とは2,000㎡以上、
第２種特定建築物とは300㎡以上
2,000㎡未満の建築物をいいます。



※関係法令等については、こちらで御確認ください。

（国土交通省HP：http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000020.html）

内装制限が緩和されました。

　建築基準法施行令第１２９条第１項第二号ロの規定に基づいて、「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを
定める告示」（平成２１年国交告示第２２５号）として、平成21年２月27日に公布され、平成２１年４月１日から、施行され
ました。

４．具体的には（告示第一第二号イの場合（薪ストーブ等の一例））

１．適用対象となる火気使用室
　　　一戸建て住宅における火気使用室に限る。
　　※排煙上の無窓居室や住宅以外の用途が50㎡を超える併用住宅等は除く。）

２．適用対象となる火気使用設備
　　○こんろ（調理専用のもので、4.2kw/秒/口以下）
　　○固定式ストーブ（18kw/秒以下等）
　　○壁付暖炉（開口部の幅100cm以内、高さ75cm以内等）
　　○いろり（長幅90cm以下）

○火気使用室は、火災の発生の危険性が特に高い室であることから、避難安全性を確保す
ると同時に出火の危険性を低減するため、内装制限の適用対象となっている。【令第128条の
４第４項】
○現行基準においては、火気使用室全体の内装を準不燃材料とすることとしている。【令第
129条第６項】
○本告示は、火気使用設備周辺とそれ以外の部分における着火リスクの違いに着目し、火
気使用設備周辺については不燃材料による内装の強化や遮熱板の設置等の措置を要求
する代わりに、それ以外の部分については木材や難燃材料による内装を許容するものとし
た。
○なお、本告示は、令第129条第１項第２号ロにおいて規定する「（準不燃材料でした）仕上げ
に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ」
として制定するものである。

３．規制の概要

①ストーブ等可燃物燃焼部分の間柱・下地を特定不燃材料とし、

②ストーブ等可燃物燃焼部分の壁・天井・廻り縁、窓台その他これらに類する
部分の仕上げを特定不燃材料とした場合

ストーブ等可燃物燃焼部分以外の部分の仕上げは、
難燃材料等（木材等を含む）ですることができる。

（＊木材等…木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード（H１２建告第１４３９号））

（＊特定不燃材料…H１２建告第１４００号に規定する不燃材料の内、アルミニウム及びガラス以外のもの。）

ストーブ等可燃物燃焼部
分については、次ページで

解説しています。



※Ah：ストーブ等の水平投影面積 (cm2) Ah=70×70=4900 (cm2)

一般式 直方体（幅、奥行き、高さとも７０ｃｍ）の場合の例

開口部がある面…Lsop=2.40√Av (cm) Lsop=2.40×√4900=168 (cm)

Ls：ストーブ等可燃物水平距離（ｃｍ）

ストーブ等可燃物燃焼部分の解説

　告示第一第二号イの場合（薪ストーブ等の一例）のストーブ等可燃物燃焼部分の範囲を解説します。
・対象となる火気使用室…一戸建て住宅における火気使用室。（前述）
・対象となる火気使用設備…固定式ストーブで次の①及び②のいずれも満たすもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　①飛び火による火災を防止する構造その他の防火上支障のない構造。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　②発熱量≦１８kw/秒

平面図 断面図

Hs=0.0106｛1+10000/(Ah+800)｝Ah (cm) Hs=0.0106｛1+(10000/5700)｝×4900=143 (cm

※Av：ストーブ等の鉛直投影面積 (cm2) Av=70×70=4900 (cm2)

開口部以外の面…Lssl=1.59√Av (cm) Lssl=1.59×√4900=111.3 (cm)

※h：ストーブ等の表面の各点から軌跡上の各点までの垂直距離

※Lsopは、開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている場合の式です。

Hs：ストーブ等可燃物垂直距離（ｃｍ）

Ds：ストーブ等可燃物燃焼基準距離（ｃｍ）

h=(-Hs/Ls)Ds+Hs

Ds=｛(Hs-h)/(Hs)｝Ls
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：ストーブ等可燃物燃焼部分

h=(-Hs/Ls)Ds+Hs
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①間柱・下地を特定不燃材料とし、
②壁・天井・廻り縁、窓台その他これらに類する部
分の仕上げを特定不燃材料とする。

　ストーブ等可燃物燃焼部分以外の部
分の仕上げは、難燃材料等（木材等を
含む）ですることができる。
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http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/KenchikuSidou/KenchikuKyoka/KenchikuKyoka.html

○申請のフローは下記のとおりです。

※申請の前に事前相談をしておくと、比較的スムーズに審査が進みますので、なるべく事前相談
をしていただくよう、お願いします。

確認機関
（土木事務所又は

指定確認検査機関）

申請者
土木事務所
②現地調査

③審査
消防

　建築基準法第４３条第１項の規定により、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則、道路に２ｍ以上（宮城県建築基
準条例により上乗せもあります。）接しなければならず、接していない場合は、同項ただし書の規定による例外許可が必
要です。
　許可には、本来、建築審査会の同意が必要ですが、事前同意基準に該当する場合は、建築審査会への事後報告で済
むため、比較的短期間での許可が可能です。

事前同意基準に該当する場合は、比較的短期間で許可が可能です。

○事前同意基準、添付書類は建築宅地課HPに掲載しています。

　　（宮城県→土木部→建築宅地課→建築許可）

接している。 接していない。

※道路の範囲については、原則、当該道路の管理者に確認してください。
　なお、
　①法敷は、原則、幅員には含まれないが、道路範囲に含まれ、
　②水路は、管理形態等により道路範囲に含まれる場合
　がありますので、御注意ください。

※道路情報について調査する場合は、原則、まずは市町村窓口で確認し、それでも不明な場合
は、土木事務所に御相談ください。

接道しているか否かの判断は、敷地と道路との関係によります。

接道のただし書許可について

敷地

道路

敷地

道路

①申請 ④同意依頼

⑥許可 ⑤同意

⑦確認申請

水路等



　　お知らせ　　　大河原土木事務所建築班のホームページをご覧下さい。
　　　　　　　　 　　　このかわら版をカラーで見ることができます。
　　　　　　　　　　　 また、いままで発行したかわら版をはじめ各種情報を掲載しています。
　　　　　　　　　　　　（宮城県庁 → 土木部 → 大河原土木事務所から入って下さい）

※詳細については、こちらで御確認ください。

（経済産業省HP：http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html）

　平成21年4月1日から、「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まりました。屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石
油、電気を使用する設置式の特定保守製品9品目が対象となります。これらの製品は長い間使用を続けていると、経年
劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがあります。そこで、これらの製品を安全に使い続けるために、今回の
長期使用製品安全点検制度（点検制度）が設けられました。
　平成２１年４月１日以降に製造・輸入された製品が対象です。

長期使用製品安全点検制度がスタートしました。

　平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品には、「法定点検期間」が明記されています。そ
の時期になると、メーカーや輸入業者から、ユーザー登録されている所有者に通知があります。特定保守
製品の所有者は、この通知を受けてからメーカーなどに点検の要請を行い、この期間に法定点検を受け
てください。

特定保守製品…①屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス）、②屋内式ガス瞬間湯沸器（プロパン）、③屋内式
ガスバーナー付ふろがま、④屋内式ガスバーナー付ふろがま、⑤石油給湯器、⑥石油ふろがま、⑦FF式
石油温風暖房機、⑧ビルトイン式電気食器洗機、⑨浴室用電気乾燥機

１．ユーザー登録の責務

　点検が必要な9品目（特定保守製品）を購入すると、ユーザー登録のための所有者票が製品に同梱され
ています。これは点検時期がきたときに、メーカーや輸入業者が、所有者に対して通知を行うために、絶対
に必要な情報です。必ず、「お客様記入欄」に必要事項を記入し、投函する必要があります。

２．点検・保守の責務


